
「
評
」
と
は
七
世
紀
後
半
の
大
化
の
改
新
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
大
宝
律
令
の
制
定
ま
で
の
間
、
各
地
方
に
設
置
さ
れ
た
地
方
行
政
区

画
で
あ
り
、
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
国
の
下
の
行
政
区
画
で
、
現
在
の
市
町
村
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
評
衙
と
は
評
ご
と
に
設
置
さ
れ
た

官
衙
、
つ
ま
り
役
所
で
あ
り
、
古
墳
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
、
評
家
と
も
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
言
う
市
役
所
や
区

前
期
評
衙
遺
跡
を
研
究
す
る
こ
と
の
意
義
は
評
制
の
成
立
過
程
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
評
制
下
の
地
方
政
策
の
解
明
に
あ

る
。
評
制
が
整
備
さ
れ
た
七
世
紀
後
半
と
い
う
時
代
は
旧
体
制
で
あ
る
古
墳
時
代
と
新
体
制
で
あ
る
律
令
国
家
体
制
の
狭
間
の
時
代
で

あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
価
値
観
を
変
え
る
大
改
革
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
も
評
制
の
成
立
は
律
令
国
家
的
な
地
方
行
政
区
画
の
成
立
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
律
令
体
制
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
評
制
の
成
立
過
程
お
よ
び
展
開
過
程
を
知
る
こ
と
は
、
国
家
成
立
史
を
研
究
す
る
う
え
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
私
は
考

え
る
。
し
か
し
評
制
の
実
態
に
つ
い
て
は
文
献
史
料
か
ら
知
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
の
研
究
も
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
混
迷
し
て
い
る
た

役
所
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

前
期
評
衙
政
庁
の
構
造
と
そ
の
原
型

は
じ
め
に

滝
澤
誠
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評
制
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
古
学
的
成
果
を
用
い
て
解
明
を
試
み
た
最
初
の
研
究
は
、
吉
田
晶
氏
の
「
評
制
の
成
立
過
程
」
だ
と

（
１
）

思
わ
れ
る
。
こ
の
中
で
吉
田
氏
は
郡
衙
を
ｌ
「
七
世
紀
の
中
葉
以
降
に
「
開
砿
」
の
地
を
え
ら
ん
で
設
置
さ
れ
る
も
の
」
、
２
「
そ
の

地
域
の
有
力
首
長
層
の
本
居
ま
た
は
本
拠
地
を
主
体
と
し
て
設
定
し
た
も
の
」
、
３
「
大
化
前
代
に
す
で
に
何
ら
か
の
中
央
権
力
の
管

理
的
機
関
が
お
か
れ
て
い
た
も
の
を
発
展
さ
せ
る
か
た
ち
で
設
定
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
三
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
、
文
献
史
料
と
合

わ
せ
て
評
制
施
行
の
時
期
と
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
評
制
の
成
立
過
程
の
研
究
に
郡
衙
資
料
を
持
ち
込
ん
だ
最
初
の
研

究
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
後
の
資
料
の
増
加
等
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
評
衙
研
究
の
出
発
点
と

な
っ
た
意
味
で
氏
の
研
究
の
意
義
は
大
き
い
も
の
で
あ
る
。

吉
田
氏
の
研
究
は
や
が
て
山
中
敏
史
氏
に
よ
っ
て
批
判
的
に
継
承
さ
れ
、
現
在
の
評
衙
研
究
に
お
け
る
山
中
氏
の
見
解
は
通
説
的
な

立
場
と
な
っ
て
お
り
、
本
論
文
も
氏
の
研
究
に
寄
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
た
め
氏
の
所
論
を
ま
と
め
る
と
、
山
中
氏
は
評
衙
・
郡
衙

（
２
）

成
立
の
画
期
と
し
て
三
つ
の
段
階
を
設
定
さ
れ
て
い
る
。

第
一
の
画
期
は
初
期
評
衙
段
階
で
、
主
と
し
て
七
世
紀
中
葉
前
後
の
時
期
に
造
営
さ
れ
た
評
衙
遺
構
を
指
す
。
こ
の
段
階
は
「
新
た

な
地
方
支
配
の
端
緒
が
切
り
開
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
」
と
し
て
画
期
と
な
る
が
、
豪
族
居
宅
等
か
ら
未
分
化
な
状
態
で
あ
る

こ
と
や
、
評
衙
と
し
て
の
施
設
が
整
っ
て
い
な
い
点
、
構
造
に
連
続
性
が
欠
け
る
点
な
ど
を
挙
げ
た
う
え
で
「
初
期
評
の
全
面
的
な
成

立
を
認
め
る
に
せ
よ
、
こ
の
初
期
評
制
と
後
の
郡
制
に
継
承
さ
れ
る
実
態
を
伴
っ
た
評
制
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
わ
れ

め
、
本
論
文
で
は
考
古
学
的
な
知
見
に
基
づ
く
研
究
を
行
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

研
究
史

30



前期評衙政庁の構造とその原型

山
中
氏
は
郡
衙
の
成
立
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
成
立
ま
で
の
流
れ
の
中
で
は
第
二
の
画
期
が
特
に
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
郡
衙
遺
跡
で
は
七
世
紀
末
段
階
に
遡
る
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
場
合
は
山
中
氏
の
論
に
基
づ
い
て
飛
鳥
浄

御
原
令
に
伴
っ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
、
今
日
の
一
般
的
な
解
釈
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）

な
お
、
「
評
衙
」
や
「
郡
衙
」
と
い
っ
た
単
語
も
山
中
氏
の
所
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
考
古
学
の
場
で
は
一
般
的
に
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
本
論
文
で
も
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

全
国
単
位
の
評
衙
遺
構
を
扱
っ
た
研
究
は
以
上
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
評
衙
に
着
目
し
た
研
究
は
地
域
ご
と
に
は
あ
る
が
、
日
本
全

体
を
対
象
と
し
た
研
究
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
評
衙
と
い
う
制
度
を
理
解
す
る
た
め
に
は
全
国
を
対
象
と
し
た
比
較
検

討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

第
二
の
画
期
は
「
七
世
紀
末
な
い
し
八
世
紀
初
め
頃
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
「
多
く
の
郡
衙
遺
跡
に
お
い
て
官
衙
施
設
が

創
設
さ
れ
る
」
と
さ
れ
、
全
国
的
な
評
衙
の
成
立
が
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
こ
の
段
階
の
評
衙
の
構
造
は
八
世
紀
以
降
で
も
踏
襲
さ
れ
て

い
る
点
な
ど
か
ら
実
態
を
伴
っ
た
評
制
は
こ
の
段
階
に
整
備
さ
れ
た
と
さ
れ
、
そ
の
契
機
は
飛
鳥
浄
御
原
令
と
さ
れ
て
い
る
。
郡
衙
と

の
違
い
は
ま
だ
機
能
の
未
分
化
な
状
態
が
完
全
に
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
、
「
評
制
に
は
郡
制
に
至
る
過
渡
的
な
側
面
も
存
在
し

た
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。

第
三
の
画
期
は
「
大
宝
△

「
大
宝
令

て
い
る
。

て
い
る
。

に
よ
る
郡
制
の
施
行
」
と
さ
れ
、
こ
の
段
階
を
も
っ
て
最
終
的
な
体
制
の
整
備
が
完
了
し
た
と
考
え
ら
れ
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各
遺
跡
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
る
に
は
紙
幅
が
足
り
な
い
た
め
、
詳
細
は
参
考
資
料
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

評
衙
関
係
の
遺
構
の
中
で
、
最
も
多
く
検
出
さ
れ
て
い
る
の
が
政
庁
と
想
定
さ
れ
る
遺
構
で
あ
り
、
二
○
例
前
後
確
認
す
る
こ
と
が

（
４
）

で
き
る
（
第
１
図
・
第
２
図
）
。
山
中
敏
史
氏
が
行
わ
れ
た
郡
庁
類
型
を
参
考
に
分
類
す
る
と
、
次
の
通
り
に
な
る
。

Ｉ
類
「
ロ
の
字
形
」
長
舎
連
結
型
咋
御
殿
前
遺
跡
、
有
田
遺
跡
、
天
良
七
堂
遺
跡
、
正
道
官
衙
遺
跡
Ⅱ
期
、
泉
廃
寺
跡
、
嶋
戸
東
遺
跡

単
舎
連
結
型
二
戸
島
遺
跡

Ⅱ
類
「
．
の
字
形
罠
万
代
寺
遺
跡
Ｉ
期
、
久
留
倍
遺
跡

Ⅳ
類
「
ロ
の
字
形
省
略
変
形
型
豈
長
者
原
遺
跡
、
岡
遺
跡
Ｉ
期

Ｖ
類
「
．
の
字
形
省
略
変
旨
上
神
主
・
茂
原
遺
跡

そ
の
他
酔
弥
勒
寺
東
遺
跡
、
城
原
・
里
遺
跡
、
下
本
谷
遺
跡
、
原
古
賀
六
本
黒
木
遺
跡
、
日
秀
西
遺
跡
、
西
本
６
号
遺
跡
、
上
岩
田
遺

跡
、
根
岸
遺
跡
、
正
道
官
衙
遺
跡
Ｉ
期

長
者
原
遺
跡
、
岡
遺
跡
Ｉ
期
に
関
し
て
は
、
前
殿
と
東
脇
殿
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
省
略
型
と
な
っ
て
い
る
が
、
造
営
途
中

の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。
岡
遺
跡
に
関
し
て
は
、
次
の
Ⅱ
期
の
段
階
に
位
置
を
踏
襲
し
て
ロ
の
字
型
の
配
置
と
な
る

こ
と
か
ら
、
Ｉ
期
の
造
営
当
初
か
ら
ロ
の
字
型
を
志
向
し
て
建
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
天
良
七
堂
遺
跡
で
確
認
さ
れ
て
い
る
政
庁
で
は
、
正
殿
、
後
殿
、
東
脇
殿
は
近
い
主
軸
方
位
で
造
営
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

西
脇
殿
と
前
殿
の
主
軸
方
位
が
著
し
く
西
と
南
に
傾
い
て
お
り
、
造
営
途
中
で
プ
ラ
ン
の
変
更
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い

一
前
期
評
衙
に
見
ら
れ
る
政
庁
の
構
造
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前期評衙政庁の構造とその原型

前
述
し
た
岡
遺
跡
Ｉ
期
の
政
庁
や
、
長
者
原
遺
跡
の
政
庁
で
も
西
脇
殿
と
前
殿
の
み
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
ロ
の
字
型
配
置
で
長
舎

連
結
型
を
採
る
政
庁
の
造
営
手
順
は
、
西
脇
殿
と
前
殿
か
ら
着
手
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
造
営
が
一
度
止
め

ら
れ
、
造
営
プ
ラ
ン
が
変
更
さ
れ
、
変
更
前
の
建
物
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
造
営
を
続
け
た
の
が
天
良
七
堂
遺
跡
で
、
一
度
取
り
壊
し
て

建
て
直
し
た
の
が
岡
遺
跡
や
長
者
原
辿
跡
の
よ
う
な
例
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

こ
れ
ら
の
遺
構
は
前
期
評
衙
段
階
、
す
な
わ
ち
最
初
期
に
造
営
さ
れ
た
政
庁
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
既
に
い
く
つ
か
の
類
型
を
見

（
５
）

（
６
）

出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
元
と
な
っ
た
形
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
既
に
山
中
氏
や
阿
部
義
平
氏
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
初
期
政
庁
の
造
営
に
は
お
そ
ら
く
国
家
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

次
に
政
庁
を
構
成
す
る
建
物
の
規
模
を
比
較
し
て
み
た
い
。
脇
殿
や
前
殿
、
後
殿
等
で
は
長
舎
と
単
舎
で
大
き
さ
が
異
な
り
比
較
に

は
向
か
な
い
た
め
、
比
較
す
る
建
物
と
し
て
こ
こ
で
は
正
殿
を
取
り
あ
げ
た
い
。
正
殿
の
身
舎
部
分
の
み
を
比
較
す
る
と
（
第
３
図
）
、

上
神
主
・
茂
原
遺
跡
闇
ｇ
は
こ
い
㎡
、
天
良
七
堂
遺
跡
の
巴
は
兜
㎡
と
大
き
く
、
戸
島
遺
跡
の
巴
ヨ
シ
は
“
㎡
と
小
さ
い
が
、
有
田

遺
跡
留
置
が
ａ
㎡
、
久
留
倍
遺
跡
の
里
鼠
が
釘
㎡
、
下
本
谷
遺
跡
の
国
計
ｓ
が
ａ
㎡
で
帥
㎡
前
後
と
な
り
、
嶋
戸
東
遺
跡
の
９
９
も

正
殿
か
は
不
明
で
あ
る
が
銘
㎡
と
近
い
数
値
に
な
る
。

ま
た
前
述
の
正
殿
の
平
面
規
模
を
比
較
す
る
と
、
上
神
主
・
茂
原
遺
跡
の
み
桁
行
五
間
×
梁
行
二
間
と
特
殊
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外

は
戸
島
遺
跡
、
久
留
倍
遺
跡
、
天
良
七
堂
遺
跡
が
桁
行
五
間
×
梁
行
三
間
、
有
田
遺
跡
、
嶋
戸
東
遺
跡
、
下
本
谷
遺
跡
が
桁
行
六
間
×

梁
行
二
間
と
な
り
、
上
神
主
・
茂
原
遺
跡
の
例
を
除
く
と
、
桁
行
五
間
×
梁
行
三
間
と
桁
行
六
間
×
梁
行
二
間
の
二
種
類
で
造
営
さ
れ

西
脇
殿
、

ら
れ
る
。

る
。
次
期
の
３
．
４
段
階
で
も
正
殿
、
東
脇
殿
、
後
殿
の
位
置
や
主
軸
方
位
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
主
軸
方
位
は

申

西
脇
殿
、
前
殿
の
主
軸
方
位
よ
り
も
後
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
、
西
脇
殿
、
前
殿
は
政
庁
造
営
に
際
し
先
行
し
て
造
営
さ
れ
た
と
考
え
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前期評衙政庁の構造とその原型

こ
れ
ら
の
遺
跡
は
有
田
遺
跡
が
福
岡
県
、
天
良
七
堂
遺
跡
が
群
馬
県
、
戸
島
遺
跡
が
鳥
取
県
、
久
留
倍
遺
跡
が
三
重
県
、
嶋
戸
東
遺

跡
が
千
葉
県
、
下
本
谷
遺
跡
が
広
島
県
と
地
域
も
離
れ
て
お
り
、
地
域
的
な
特
徴
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
上
記
の
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
正
殿
に
面
積
は
帥
㎡
前
後
、
平
面
規
模
は
桁
行
五
間
×
梁
行
三
間
な
い
し
桁
行
六
間
×
梁
行
二
間
と
い
う
共
通
性
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
正
殿
に
関
し
て
は
原
型
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
、
上
神
主
・
茂
原
遺
跡
の
例
や
、
正
確
な
平
面
規
模
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
桁
行
四
間
×
梁
行
二
間
で
羽
㎡
に
復
元
さ
れ
る
泉

廃
寺
跡
留
弓
ｇ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
た
め
、
厳
格
な
規
定
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

以
上
、
政
庁
を
構
成
す
る
建
物
の
規
模
等
か
ら
類
似
点
を
抽
出
し
、
統
一
さ
れ
た
プ
ラ
ン
の
存
在
を
想
定
し
た
。
次
に
当
該
期
の
政

庁
の
思
想
面
を
遺
構
か
ら
検
証
し
た
い
と
思
う
。

遺
構
か
ら
思
想
を
推
察
す
る
の
は
難
し
い
が
、
前
期
評
衙
段
階
の
政
庁
の
特
徴
と
し
て
、
四
面
廟
付
き
建
物
が
少
な
い
と
い
う
点
が

挙
げ
ら
れ
る
。
四
面
廟
付
き
建
物
が
検
出
さ
れ
て
い
る
遺
構
は
、
有
田
遺
跡
、
日
秀
西
遺
跡
、
西
本
６
号
遺
跡
、
上
岩
田
遺
跡
の
四
例

の
み
で
、
ロ
の
字
型
や
．
の
字
型
等
の
配
置
を
持
つ
遺
跡
で
四
面
廟
付
き
建
物
を
持
つ
の
は
有
田
遺
跡
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

政
庁
正
殿
は
評
督
が
実
際
に
政
務
を
行
う
場
で
あ
り
、
最
も
荘
厳
化
さ
れ
る
べ
き
場
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
梁
行
の
柱
数
の
増
加
や
、
片
面
廟
や
二
面
廟
付
き
等
の
荘
厳
化
は
図
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
四
面
廟
付
き
建
物
は
非
常
に

少
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

評
督
等
の
有
力
豪
族
層
が
独
自
に
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、
自
由
に
評
衙
造
営
を
行
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
政
庁
正
殿
も
四
面
廟
建
物
と

な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
日
秀
西
遺
跡
や
西
本
６
号
遺
跡
、
上
岩
田
遺
跡
等
の
、
ロ
の
字
型
や
．
の
字
型
配
置
を
採

れ
る
。

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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政
庁
正
殿
の
造
営
に
関
し
て
は
平
面
規
模
等
の
共
通
性
か
ら
原
型
が
あ
り
、
原
型
を
提
示
し
た
の
は
国
家
で
は
な
い
か
と
先
に
述
べ

た
。
原
型
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
原
型
を
提
示
す
る
際
、
原
型
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
評
衙
の
造
営
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
お
そ
ら
く
評
督
層
は
律
令
国
家
の
構
想
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
、
自
身
の
役
割
に
つ
い
て
も
理
解
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

で
は
ど
の
よ
う
な
原
型
が
存
在
し
た
の
か
。
評
衙
政
庁
の
原
型
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
に
宮
都
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
天
皇
が
政

務
を
執
っ
て
い
た
場
で
あ
る
朝
堂
院
は
、
政
庁
の
構
造
だ
け
で
は
な
く
機
能
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
政
庁
の

饗
宴
等
と
い
っ
た
機
能
は
朝
堂
院
を
元
に
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
宮
都
と
り
わ
け
朝
堂
院
は
現
状
の
政
庁
研
究
の
中
で

は
外
せ
な
い
位
置
付
け
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
ま
ず
は
朝
堂
院
を
概
観
し
比
較
を
行
い
た
い
。

私
の
取
り
扱
う
前
期
評
衙
段
階
で
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
宮
都
と
な
る
と
、
大
化
改
新
か
ら
飛
鳥
浄
御
原
令
ま
で
の
宮
都
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
「
日
本
書
紀
」
中
に
認
め
ら
れ
る
こ
の
間
の
宮
都
は
、
孝
徳
天
皇
の
難
波
長
柄
豊
崎
宮
、
斉
明
天
皇
の
後
飛
鳥
岡
本

ら
な
い
、
豪
族
居
宅
的
な
構
造
と
考
え
ら
れ
る
評
衙
で
四
面
廟
付
き
建
物
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
。

四
面
廟
付
き
建
物
の
造
営
技
術
が
あ
り
、
正
殿
を
荘
厳
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
に
、
何
故
四
面
廟
付
き
建
物
に
し
な
か
っ
た
の
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
宮
都
や
国
家
に
対
す
る
評
督
の
配
慮
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
宮
都
の
建
物
よ
り
も
立
派
な
建
物
は
作
っ
て
は

い
け
な
い
、
謙
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
意
識
が
評
督
の
中
で
働
い
た
た
め
、
正
殿
を
あ
え
て
四
面
廟
付
き
建
物
に
し
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

二
前
期
評
衙
政
庁
の
原
型
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前期評衙政庁の構造とその原型
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宮
、
天
智
天
皇
の
大
津
宮
、
天
武
天
皇
・
持
統
天
皇
の
飛
鳥
浄

御
原
宮
の
四
つ
の
宮
が
あ
る
。
こ
の
内
、
発
掘
調
査
に
よ
り
朝

堂
院
の
構
造
が
判
明
し
て
い
る
も
の
は
難
波
長
柄
豊
崎
宮
（
第

４
図
）
と
後
飛
烏
岡
本
宮
・
飛
鳥
浄
御
原
宮
（
第
４
図
）
で
あ

ブ
Ｑ
Ｏ

後
飛
烏
岡
本
宮
は
大
極
殿
お
よ
び
朝
堂
周
辺
が
未
調
査
の
為

不
明
で
あ
る
。
飛
鳥
浄
御
原
宮
も
後
飛
鳥
岡
本
宮
を
改
築
し
て

造
営
さ
れ
て
い
る
為
、
後
飛
鳥
岡
本
宮
の
朝
堂
院
を
踏
襲
し
て

い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
南
東
に
新
し
く
成
立
す
る
エ
ビ
ノ
コ
郭

の
大
規
模
な
四
面
廟
付
き
建
物
が
大
極
殿
な
の
か
で
意
見
が
分

か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
瀝
、
エ
ビ
ノ
コ
郭
中
の
四
面
廟
付
き
建

物
お
よ
び
そ
の
東
西
に
配
さ
れ
て
い
る
脇
殿
は
難
波
長
柄
豊
崎

宮
の
朝
堂
院
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。

難
波
長
柄
豊
崎
宮
の
朝
堂
院
は
大
極
殿
院
の
中
央
北
寄
り
に

四
面
廟
付
き
建
物
の
大
極
殿
を
置
き
、
そ
の
東
西
に
脇
殿
桁
行

十
六
間
×
梁
行
二
間
の
脇
殿
を
置
く
、
左
右
対
称
．
の
字
型
の

配
置
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
っ
て
い
る
前
期
評
衙
政

庁
と
し
て
は
上
神
主
・
茂
原
遺
跡
の
政
庁
が
あ
る
が
（
第
５
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前期評衙政庁の榊造とその原型

他
に
宮
都
や
周
辺
遺
跡
の
中
で
評
衙
政
庁
と
の
類
似
点
が
指
摘
で
き
る
も
の
と
し
て
、
飛
鳥
石
神
遺
跡
の
大
規
模
掘
立
柱
建
物
群
が

あ
る
（
第
６
図
）
。
石
神
世
跡
は
Ａ
～
Ｄ
期
に
分
け
ら
れ
、
Ａ
期
が
七
世
紀
前
半
～
斉
明
朝
、
Ｂ
期
が
天
武
朝
、
Ｃ
期
が
藤
原
宮
期
、

Ｄ
期
が
八
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
わ
た
っ
て
宮
や
官
衙
が
設
置
さ
れ
た
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
中
で
Ａ
ｌ
３
期
の
遺
構
が
評
衙
政
庁
と
類
似
し
た
配
置
を
と
る
。
Ａ
Ｉ
３
期
の
遺
構
は
西
側
に
長
舎
状
の
掘
立
柱
建
物
で
囲
っ

た
大
規
模
な
区
画
施
設
が
あ
り
、
東
西
方
向
の
四
面
廟
付
き
建
物
が
二
棟
、
南
北
棟
の
四
面
廟
付
き
建
物
が
一
棟
検
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
建
物
群
の
す
ぐ
東
側
に
は
西
側
建
物
の
四
分
の
一
程
の
大
き
さ
の
長
舎
状
掘
立
柱
建
物
に
囲
ま
れ
た
施
設
が
あ
り
、
中
に
は

北
寄
り
に
南
北
棟
の
四
面
廟
付
き
建
物
、
南
寄
り
に
東
西
棟
の
側
柱
建
物
が
置
か
れ
て
い
る
。

石
神
遺
跡
の
性
格
に
関
し
て
は
須
弥
山
石
と
石
人
像
と
の
位
置
関
係
か
ら
、
「
日
本
書
紀
」
斉
明
天
皇
五
年
三
月
条
で
蝦
夷
に
対
し

（
８
）

て
饗
宴
を
行
っ
た
場
所
も
し
く
は
迎
賓
館
や
、
中
大
兄
皇
子
の
宮
と
政
務
を
行
っ
た
場
所
等
の
性
格
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
天
皇
と
関
係
の
深
い
施
設
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

東
側
と
西
側
の
施
設
は
規
模
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
機
能
は
違
う
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
共
に
長
舎
状
の
建
物
で
縦
に
長

い
長
方
形
の
区
画
を
持
っ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

評
衙
政
庁
で
こ
の
よ
う
な
配
置
を
と
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
有
田
遺
跡
が
あ
る
。
有
田
遺
跡
は
正
殿
と
後
殿
の
一
部
と
東
脇
殿
の
一

部
し
か
検
出
さ
れ
て
お
ら
ず
全
体
像
は
不
明
で
あ
る
が
、
伯
耆
国
府
国
庁
前
身
官
衙
と
の
類
似
性
か
ら
、
お
そ
ら
く
縦
に
長
い
長
方
形

図
）
、
．
の
字
型
配
置
で
長
舎
状
の
脇
殿
を
持
つ
例
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
ま
た
上
神
主
・
茂
原
遺
跡
政
庁
の
正
殿
は
他
の
前
期

評
衙
政
庁
正
殿
と
比
べ
て
大
規
模
で
あ
る
こ
と
か
ら
特
殊
な
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
一
般
的
な
形
で
は
な
か
っ
た
と
恩
わ

れ
る
。

の
配
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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前期評衙政庁の構造とその原型

篭
彌
縫
脳
隅
口

碁

正遡爾貯1期石巾繊東癖画

第7図石神週跡東側区画と正道官衙遺跡1期の遺栂

長
舎
形
の
掘
立
柱
建
物
で
縦
に
長
い
長
方
形
の
配
置
を
と
る
例
は

有
田
遺
跡
の
み
で
あ
り
、
ま
た
有
田
遺
跡
に
は
六
世
紀
代
の
柵
列
を

伴
う
倉
庫
群
が
存
在
し
、
六
世
紀
の
段
階
か
ら
中
央
と
の
繋
が
り
が

強
い
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
の
土
地
に
こ
の
よ
う

な
宮
も
し
く
は
天
皇
の
関
係
す
る
施
設
に
近
い
構
造
を
持
つ
評
衙
が

造
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
や
は
り
こ
の
地
域
の
特
殊
性
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
に
四
方
を
囲
う
タ
イ
プ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
石
神
逆
跡

と
類
似
す
る
前
期
評
衙
が
あ
る
。
正
道
官
衙
遺
跡
の
第
１
期
で
あ
る

（
第
７
図
）
。
正
道
官
衙
遺
跡
Ｉ
期
で
確
認
さ
れ
て
い
る
大
規
模
倉
庫

を
伴
う
施
設
の
年
代
は
七
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
～
第
Ⅳ
四
半
期
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
一
応
評
が
成
立
す
る
段
階
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
施
設
を
前
期
評
衙
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
逝
構
は

極
め
て
特
殊
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

中
心
に
桁
行
十
一
間
以
上
×
梁
行
三
間
で
東
西
南
の
三
面
に
廟
が

付
き
、
さ
ら
に
間
仕
切
り
を
も
つ
南
北
棟
建
物
の
国
認
ら
シ
が
存
在

し
、
そ
の
周
り
を
囲
む
形
で
帥
㎡
以
上
の
大
規
模
倉
庫
が
配
さ
れ
て

お
り
、
全
体
と
し
て
は
縦
に
長
い
長
方
形
の
区
画
を
成
し
て
い
る
。
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正
道
官
衙
の
機
能
は
諸
説
あ
る
が
、
私
は
政
務
を
行
っ
た
場
、
つ
ま
り
政
庁
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。
大
規
模
な

倉
庫
と
政
庁
が
同
一
区
画
内
に
あ
る
と
い
う
、
評
衙
の
機
能
を
凝
縮
し
た
よ
う
な
施
設
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
正
道
官
衙
遺
跡
が
畿

内
に
所
属
し
、
か
つ
屯
倉
が
設
置
さ
れ
て
い
た
土
地
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
国
家
の
影
響
を
最
も
受
け
や
す
い
地
域
で
あ
っ
た
と
想

定
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
地
域
に
は
国
家
の
指
示
に
よ
り
特
殊
な
評
衙
が
造
営
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
遺
構
の
変
遷

を
見
る
と
短
期
間
で
全
く
違
う
構
造
の
評
衙
に
作
り
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
評
衙
の
プ
ラ
ン
を
考
え
た
際
に
、
試
験
的
に
こ
の

よ
う
な
地
域
に
造
営
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
評
衙
政
庁
の
原
型
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
直
接
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る

前
期
評
衙
遺
跡
は
、
有
田
遺
跡
や
正
道
官
衙
遺
跡
の
よ
う
に
国
家
と
の
繋
が
り
が
強
い
土
地
で
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
上
神
主
・
茂
原

遺
跡
の
よ
う
に
国
家
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宮
や
天
皇
関
係
の
建
物
と
近
い
構
造
の
政
庁
を

造
営
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
国
家
と
関
係
の
強
い
一
部
の
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
央
に
造
営
さ
れ
て
い
る
笛
認
ら
シ
は
石
神
遺
跡
Ａ
ｌ
３
期
に
東
側
の
区
画
内
に
造
営
さ
れ
た
南
北
棟
の
建
物
と
類
似
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
建
物
構
造
を
見
る
と
細
部
は
異
な
る
も
の
の
石
神
遺
跡
の
遺
構
も
南
北
棟
で
四
面
に
廟
が
付
き
、
内
部
に
間
仕
切
り
を
持

ち
、
正
道
官
衙
遡
跡
の
国
認
ら
シ
と
同
じ
要
素
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
長
舎
形
の
掘
立
柱
建
物
で
は
な
い
も
の
の
縦
に

長
い
長
方
形
の
区
画
を
持
つ
点
も
類
似
し
て
い
る
。

石
神
遺
跡
Ａ
ｌ
Ⅲ
期
東
側
区
画
の
性
格
に
関
し
て
は
斉
明
天
皇
の
迎
賓
館
や
天
智
天
皇
の
政
務
の
場
等
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
斉
明
朝
の
施
設
で
あ
っ
た
と
し
て
も
天
智
朝
の
施
設
で
あ
っ
た
と
し
て
も
七
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
正
道
官

衙
遺
跡
Ｉ
期
と
年
代
的
に
も
符
合
す
る
た
め
、
正
道
官
衙
遺
跡
の
闇
認
ら
シ
は
お
そ
ら
く
石
神
遺
跡
の
影
響
を
受
け
て
造
営
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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前期評衙政庁の櫛造とその原型

正
道
官
衙
遺
跡
は
七
世
紀
第
Ⅲ
四
半
期
ま
で
遡
る
為
や
や
古
い
が
有
田
遺
跡
や
上
神
主
・
茂
原
遺
跡
は
前
期
評
衙
の
中
で
は
特
に
古

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
同
時
期
に
長
舎
で
囲
う
形
の
政
庁
が
他
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
有
田
遺
跡
や
正
道
官
衙
逝
跡
、
上
神

主
・
茂
原
遺
跡
等
の
政
庁
を
模
倣
し
て
他
の
評
衙
が
造
営
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
お
そ
ら
く
国
家
と
の
関
わ
り
が
強
い
地
域
に
は
宮

都
か
ら
技
師
が
派
遣
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
地
域
に
関
し
て
は
評
督
や
そ
の
関
係
者
が
自
ら
見
て
き
た
も
の
を
模
倣
し
て
造
営
し
た
の
で

宮
都
や
天
皇
に
関
係
す
る
遺
跡
は
こ
れ
か
ら
も
増
加
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
現
状
の
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
る
前
期
評
衙

段
階
の
、
宮
都
の
区
画
を
形
成
す
る
構
造
物
は
基
本
的
に
は
掘
立
柱
塀
で
あ
り
、
長
舎
状
の
建
物
で
四
方
を
囲
う
形
は
他
の
宮
都
等
で

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
斉
明
・
天
智
朝
の
特
色
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
長
舎
状
の
掘
立
柱
建
物
で
四
方
を
囲

う
ロ
の
字
形
配
置
の
原
型
が
中
央
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
斉
明
・
天
智
朝
頃
に
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

は
な
い
か
と
考
え
る
。

前
期
評
衙
に
造
営
さ
れ
る
政
庁
は
古
墳
時
代
の
社
会
に
は
無
か
っ
た
構
造
物
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も
あ
る
程
度
の
規
格
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
前
期
評
衙
が
作
ら
れ
た
際
に
あ
る
程
度
の
プ
ラ
ン
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
元
と
な
っ
た
も
の
は
難
波
長
柄
豊
崎
宮
や
石
神
遺
跡
な
ど
の
宮
都
や
天
皇
に
関
係
す
る
施
設
だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

プ
ラ
ン
を
示
す
方
法
は
一
元
的
で
は
な
く
、
国
家
と
の
繋
が
り
が
強
い
地
域
や
関
心
が
高
い
地
域
に
は
設
計
図
を
持
っ
た
宮
都
の
役

人
が
配
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
地
域
は
評
督
層
に
任
せ
る
形
で
造
営
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
評
督
層
の
中
で
宮
都
を
意
識
し
て

作
っ
た
も
の
が
ロ
の
字
型
や
．
の
字
型
の
評
衙
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

お
わ
り
に
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七
世
紀
後
半
と
い
う
時
代
は
、
古
墳
時
代
か
ら
律
令
体
制
へ
の
変
革
期
と
い
う
非
常
に
面
白
い
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
を
調
べ
る

手
段
と
し
て
前
期
評
衙
遺
跡
が
あ
る
が
、
ま
だ
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
後
も
研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

導
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

付
記須

田
勉
先
生
、
御
退
館
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
度
家
出
し
た
馬
鹿
な
弟
子
を
再
び
迎
え
入
れ
て
く
だ
さ
り
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大
学
に
行
っ
て
も
先
生
に
お
会
い
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
寂
し
い
限
り
で
す
が
、
今
後
は
お
家
の
ほ
う
に
遊
び
に
い
き
ま
す
の
で
こ
れ
か
ら
も
ご
指

す§7百百万3百丁註
一一一一………ーー

西
本
昌
弘
「
伝
承
板
篭
宮
跡
第
Ⅱ
期
遮
櫛
と
後
飛
鳥
岡
本
宮
」
「
日
本
歴
史
」
六
七
九
吉
川
弘
文
館
二
○
○
四

重
見
泰
「
石
神
遺
跡
の
再
検
討
ｌ
中
大
兄
皇
子
と
小
墾
田
宮
ｌ
」
「
考
古
学
雑
誌
」
九
一
巻
一
号
日
本
考
古
学
会
二
○
○
七

城
陽
市
教
育
委
員
会
「
正
道
官
衙
遺
跡
」
城
陽
市
教
育
委
員
会
一
九
九
三

註
（
２
）
と
同
じ
。

阿
部
義
平
「
官
衙
」

註
（
２
）
と
同
じ
。

阿
部
義
平
「
官
衙
」
ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
社

吉
田
晶
「
日
本
古
代
国
家
成
立
史
論
」
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
三

山
中
敏
史
「
古
代
地
方
官
衙
遺
跡
の
研
究
」
墹
番
房
一
九
九
四

山
中
敏
史
「
評
・
郡
衙
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
『
文
化
財
論
叢
」
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立
釦
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
一
九
八
三

二
○
○
三
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前期評衙政庁の構造とその原型

元
に
作
成
。

第
６
図
重
見
泰

第
７
図
重
見
泰

辿
跡
」
城
” 空泰

第
３
図
上
神
主
・
茂
原
遺
跡
、
天
良
七
堂
遺
跡
、
戸
島
通
跡
、
有
田
遺
跡
、
久
留
倍
遺
跡
、
下
本
谷
遺
跡
、
嶋
戸
東
遺
跡
の
各
報
告
書
を
元
に
作
成
。

第
４
図
大
阪
市
教
育
委
員
会
事
務
局
「
大
阪
の
歴
史
と
文
化
財
」
創
刊
号
大
阪
市
文
化
財
協
会
一
九
九
八
と
林
部
均
「
古
代
宮
都
形
成
過
程
の
研
究
」

青
木
書
店
二
○
○
一
を
元
に
作
成
。

第
５
図
上
三
川
町
教
育
委
員
会
・
宇
都
宮
市
教
育
委
員
会
「
上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺
跡
」
上
三
川
町
教
育
員
会
・
宇
祁
宮
市
教
育
委
員
会
二
○
○
三
を

第
１
図
山
中
敏
史
「
古
生

第
２
図
第
１
図
と
同
じ
。
「
古
代

参
考
文
献

・
阿
部
義
平
「
官
衙
」
ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
社
二
○
○
三

・
雨
森
智
美
「
郡
衙
遺
跡
の
再
検
討
」
「
滋
賀
史
学
会
誌
」
滋
賀
史
学
会
一
九
八
九

・
石
田
茂
作
「
飛
鳥
須
彌
山
過
蹟
の
發
掘
調
査
」
「
考
古
学
雑
誌
」
第
二
六
巻
第
七
号
考
古
学
会
一
九
三
六

・
井
上
和
人
「
官
衙
配
置
の
原
型
・
規
模
・
類
型
」
古
代
都
城
制
研
究
集
会
実
行
委
員
会
編
「
都
城
に
お
け
る
行
政
機
構
の
成
立
と
展
開
」
奈
良
文
化
財
研

図
版
典
拠

・
岡
田
梢
司
「
神
社
建
築
の
源
流
ｌ
古
代
日
本
に
神
殿
建
築
は
あ
っ
た
か
ｌ
」
「
考
古
学
研
究
」
第
四
六
巻
第
二
号
考
古
学
研
究
会
一
九
九
九

．
重
見
泰
「
石
神
遺
跡
の
再
検
討
ｌ
中
大
兄
皇
子
と
小
墾
田
宮
ｌ
」
「
考
古
学
雑
誌
」
九
一
巻
一
号
日
本
考
古
学
会
二
○
○
七

．
栃
木
県
考
古
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
「
上
神
主
・
茂
原
官
衙
避
跡
の
諸
問
題
」
栃
木
県
考
古
学
会
二
○
○
七

・
奈
良
文
化
財
研
究
所
「
郡
衙
周
辺
寺
院
の
研
究
ｌ
因
幡
国
気
多
郡
衙
と
周
辺
寺
院
の
分
析
を
中
心
に
ｌ
」
奈
良
文
化
財
研
究
所
二
○
○
六

究
所
一
九
九
七 「

石
神
遺
跡
の
再
検
討
ｌ
中
大
兄
皇
子
と
小
墾
田
宮
ｌ
」
「
考
古
学
雑
誌
」
九
一
巻
一
号
二
○
○
七
よ
り
引
用
。

拒
泰
「
石
神
遺
跡
の
再
検
討
ｌ
中
大
兄
皇
子
と
小
墾
田
宮
ｌ
」
「
考
古
学
雑
誌
」
九
一
巻
一
号
二
○
○
七
と
城
陽
市
教
育
委
員
会
「
正
道
官
衙

城
陽
市
教
育
委
貝
会
一
九
九
三
を
元
に
作
成

地
方
官
衙
遡
跡
の
研
究
」
墹
替
房
一
九
九
四
や
各
報
告
普
を
元
に
作
成
。
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参
考
資
料

・
い
わ
き
市
教
育
委
員
会
「
根
岸
遺
跡
」
い
わ
き
市
教
育
委
員
会
二
○
○
○

・
南
相
馬
市
教
育
委
員
会
「
泉
廃
寺
跡
ｌ
陸
奥
国
行
方
郡
家
の
調
査
報
告
ｌ
」
南
相
馬
市
教
育
委
員
会
二
○
○
七

・
上
三
川
町
教
育
委
員
会
・
宇
都
宮
市
教
育
委
員
会
「
上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺
跡
」
上
三
川
町
教
育
員
会
・
宇
都
宮
市
教
育
委
員
会
二
○
○
三

・
群
馬
県
太
田
市
教
育
委
員
会
「
天
良
七
堂
遺
跡
Ｉ
上
野
国
新
田
郡
庁
跡
の
範
囲
確
認
調
査
ｌ
」
群
馬
県
太
田
市
教
育
委
員
会
二
○
○
八

・
群
馬
県
太
田
市
教
育
委
員
会
「
天
良
七
堂
遺
跡
２
１
上
野
国
新
田
郡
庁
跡
の
範
囲
確
認
調
査
ｌ
」
群
馬
県
太
田
市
教
育
委
員
会
二
○
一
○

・
東
京
都
北
区
教
育
委
員
会
「
御
殿
前
逝
跡
」
東
京
都
北
区
教
育
委
員
会
一
九
八
八

・
東
京
都
北
区
教
育
委
員
会
「
御
殿
前
遺
跡
Ⅵ
」
東
京
都
北
区
教
育
委
員
会
二
○
○
○

・
千
葉
県
教
育
委
員
会
「
武
射
郡
衙
跡
ｌ
山
武
市
嶋
戸
東
遺
跡
総
括
報
告
書
ｌ
」
千
葉
県
教
育
委
員
会
二
○
○
八

・
千
葉
県
教
育
委
員
会
「
千
葉
県
我
孫
子
市
日
秀
西
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」
干
葉
県
教
育
委
員
会
一
九
八
○

・
大
川
清
・
水
野
順
敏
「
神
奈
川
県
長
者
原
遺
跡
」
「
日
本
考
古
学
」
年
報
三
三
二
九
八
○
年
度
版
）
日
本
考
古
学
協
会
一
九
八
三

・
関
市
教
育
委
員
会
「
弥
勒
寺
東
遺
跡
ｌ
第
一
～
五
次
発
掘
調
査
概
要
ｌ
」
関
市
教
育
委
員
会
一
九
九
九

・
城
陽
市
教
育
委
員
会
「
正
道
官
衙
過
跡
」
城
陽
市
教
育
委
員
会
一
九
九
三

・
西
本
昌
弘
「
伝
承
板
蓋
宮
跡
第
Ⅱ
期
遺
構
と
後
飛
鳥
岡
本
宮
」
「
日
本
歴
史
」
六
七
九
吉
川
弘
文
館
二
○
○
四

・
林
部
均
「
古
代
宮
都
形
成
過
程
の
研
究
」
青
木
沓
店
二
○
○
一

・
平
井
美
典
「
律
令
官
衙
政
庁
部
の
構
造
」
「
滋
賀
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
紀
要
１
」
字
が
剣
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
八
七

・
前
沢
和
之
「
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
郡
衙
項
に
つ
い
て
の
覚
書
」
「
群
馬
県
史
研
究
」
第
七
号
群
馬
県
史
編
さ
ん
委
員
会
一
九
七
八

・
山
中
敏
史
「
古
代
地
方
官
衙
遺
跡
の
研
究
」
塙
書
房
一
九
九
四

．
山
中
敏
史
「
評
・
郡
衙
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
「
文
化
財
論
叢
」
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立
鋤
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
一
九
八
三

．
山
中
敏
史
「
遺
跡
か
ら
み
た
郡
衙
の
構
造
」
狩
野
久
編
「
日
本
古
代
の
都
城
と
国
家
」
塙
書
房
一
九
八
四

・
吉
田
晶
「
日
本
古
代
国
家
成
立
史
論
」
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
三
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・
栗
東
市
教
育
委
員
会
「
岡
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
１
次
・
２
次
・
３
次
調
査
」
栗
東
市
教
育
委
員
会
一
九
九
○

・
四
日
市
市
教
育
委
員
会
「
久
留
倍
遺
跡
４
」
四
日
市
市
教
育
委
員
会
二
○
一
○

・
下
本
谷
遺
跡
発
掘
調
査
団
「
下
本
谷
遺
跡
ｌ
推
定
備
後
国
三
次
郡
衙
跡
の
発
掘
調
査
報
告
ｌ
」
下
本
谷
遺
跡
発
掘
調
査
団
一
九
七
五

・
東
広
島
市
教
育
文
化
振
興
事
業
団
「
西
本
６
号
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
２
」
東
広
島
市
教
育
文
化
振
興
事
業
団
一
九
九
七

・
松
山
市
教
育
委
員
会
『
史
跡
久
米
官
衙
遺
跡
群
調
査
報
告
書
三
政
庁
の
発
掘
調
査
こ
松
山
市
教
育
委
員
会
二
○
○
九

・
福
岡
市
教
育
委
員
会
「
有
田
・
小
田
部
三
三
ｌ
ｌ
有
田
逝
跡
第
一
八
九
次
の
調
森
」
福
岡
市
教
育
委
員
会
二
○
○
○

◆
小
郡
市
教
育
委
員
会
『
上
岩
田
辿
跡
発
掘
調
査
概
報
」
小
郡
市
教
育
委
員
会
二
○
○
○
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